
令
和
六
年
三
月
十
二
日

一

大
分
県
報
（
告
示
）

令

和

六

年

第

四

九

一

号

三
月
十
二
日

（　火 曜 日　）

目　
　
　
　
　
　
　

次

　
　
　
　
　
　
　
告
　
　
　
　
　
示

青
少
年
に
有
害
な
図
書
等
の
指
定  

一

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
に
よ
る
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
申
請  

一

公
有
水
面
埋
立
工
事
の
し
ゅ
ん
功
認
可
（
四
件
）  

二

指
定
予
定
保
安
林
（
二
件
）  

五

道
路
区
域
の
変
更  

五

道
路
占
用
の
制
限  

五

都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可  

六

　
　
　
　
　
　
　
人
事
委
員
会
告
示

不
服
申
立
て
事
案
の
却
下
決
定
に
係
る
公
示
送
付  

六

○
告
　
　
　
　
　
示

大
分
県
告
示
第
百
三
十
六
号

　

次
の
図
書
等
は
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
の
で
、
青
少
年
の
健

全
な
育
成
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
大
分
県
条
例
第
四
十
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
、
こ
れ
を
有
害
図
書
等
に
指
定
し
た
。

　
　

令
和
六
年
三
月
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

指
定
年
月
日

種　

類

名　
　
　
　
　
　
　

称

発
行
所
名
等

指
定
理
由

　

著
し
く
青
少

年
の
性
的
感
情

を
刺
激
し
、
著

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

㈱
イ
ン
タ
ー
プ
リ
ン
ツ　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

令
六
・

　

二
・
二
八

雑　

誌
実
話
ナ
ッ
ク
ル
ズ　

二
月
号

㈱
大
洋
図
書

し
く
青
少
年
に

粗
暴
性
若
し
く

は
残
虐
性
を
植

え
付
け
、
又
は

著
し
く
青
少
年

の
犯
罪
若
し
く

は
自
殺
を
誘
発

し
、
そ
の
健
全

な
育
成
を
害
す

る
お
そ
れ
が
あ

る
。

〃

〃

裏
モ
ノ
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ　

二
月
号

㈱
鉄
人
社

大
分
県
告
示
第
百
三
十
七
号

　

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
申
請
が
あ
っ
た
。

　

な
お
、
次
の
と
お
り
当
該
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果

に
基
づ
く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

申
請
の
概
要

　

１　

申
請
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
氏
名

　
　
　

大
分
市
大
字
旦
野
原
七
百
番
地

　
　
　
　

国
立
大
学
法
人　

大
分
大
学

　
　
　
　
　

学
長　

北　

野　

正　

剛

　

２　

特
定
事
業
場
の
所
在
地
及
び
名
称

　
　
　

由
布
市
挾
間
町
医
大
ヶ
丘
一
丁
目
一
番
地

　
　
　
　

大
分
大
学
挾
間
キ
ャ
ン
パ
ス

　

３　

設
置
さ
れ
る
特
定
施
設
の
種
類

　
　
　

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八
十
八
号
）
別
表
第
一
第
七
十
一
号
の
二　

　
　

イ　

洗
浄
施
設

種

類
洗
浄
施
設

①
〇
・
一　

㎥　
　

一
基

②
〇
・
〇
六
㎥　
　

一
基

③
〇
・
一
七
㎥　
　

一
基



令
和
六
年
三
月
十
二
日

二

大
分
県
報
（
告
示
）

④
〇
・
〇
八
㎥　
　

一
基

⑤
〇
・
〇
六
㎥　
　

四
基

⑥
〇
・
一
二
㎥　
　

二
基

能

力
⑦
〇
・
二
二
㎥　
　

一
基

⑧
〇
・
〇
一
㎥　
　

一
基

⑨
〇
・
一
四
㎥　
　

一
基

⑩
〇
・
〇
一
㎥　
　

二
基

⑪
〇
・
〇
一
㎥　
　

一
基

⑫
〇
・
〇
七
㎥　

四
四
基

⑬
〇
・
〇
三
㎥　
　

一
基

⑭
〇
・
〇
二
㎥　
　

一
基

工

事

着

手

予

定

年

月

日
許
可
後

工

事

完

成

予

定

年

月

日
許
可
後

使

用

開

始

予

定

年

月

日
許
可
後

使

用

時

間

間

隔
間
欠

一

日

当

た

り

の

使

用

時

間
八
時
間

使

用

の

季

節

的

変

動
な
し

単　

位

通　

常　

の　

値

最　

大　

の　

値

汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量
㎥
／
日

①

〇
・
一　
　
　
　

〇
・
一
二　
　
　

②

〇
・
〇
六　
　
　

〇
・
〇
七　
　
　

③

〇
・
一
七　
　
　

〇
・
二
一　
　
　

④

〇
・
〇
八　
　
　

〇
・
一　
　
　
　

⑤

〇
・
二
四　
　
　

〇
・
三　
　
　
　

⑥

〇
・
二
四　
　
　

〇
・
三　
　
　
　

⑦

〇
・
二
二　
　
　

〇
・
二
七　
　
　

⑧

〇
・
〇
一　
　
　

〇
・
〇
一　
　
　

⑨

〇
・
一
四　
　
　

〇
・
一
七　
　
　

⑩

〇
・
〇
二　
　
　

〇
・
〇
三　
　
　

⑪

〇
・
〇
一　
　
　

〇
・
〇
一　
　
　

⑫

三
・
〇
八　
　
　

三
・
七
八　
　
　

⑬

〇
・
〇
三　
　
　

〇
・
〇
四　
　
　

⑭

〇
・
〇
二　
　
　

〇
・
〇
三　
　
　

汚
水

等
の

汚
染

状
態

の
値

項

目

単　

位

通　

常　

の　

値

最　

大　

の　

値

水
素
イ
オ
ン
濃
度

六
～
八　
　
　
　

六
～
八　
　
　
　

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量
㎎
／
Ｌ

一
〇
〇　
　
　
　

一
〇
〇　
　
　
　

浮

遊

物

質

量
㎎
／
Ｌ

六
〇　
　
　
　

八
〇　
　
　
　

窒

素

含

有

量
㎎
／
Ｌ

五　
　
　
　

七　
　
　
　

り

ん

含

有

量
㎎
／
Ｌ

三　
　
　
　

五　
　
　
　

　

４　

汚
水
等
の
処
理
の
方
法

　
　
　

設
置
さ
れ
る
特
定
施
設
か
ら
排
出
さ
れ
る
汚
水
は
、
全
て
公
共
下
水
道
へ
放
流
す
る
。

　

５　

排
出
水
の
量
及
び
汚
染
状
態
の
値

排

水

口

名

排
水
口
Ａ

一
日
当
た
り
の
排
出
水
量

単　

位

通　

常　

の　

値

最　

大　

の　

値

㎥
／
日

二
三
五
・
二　
　
　

三
〇
八
・
七　
　
　

汚
水

等
の

汚
染

状
態

の
値

項

目

単　

位

通　

常　

の　

値

最　

大　

の　

値

水
素
イ
オ
ン
濃
度

六
・
一
～
六
・
五　
　
　

六
・
一
～
六
・
五　
　
　

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量
㎎
／
Ｌ

一
・
二
五　
　

二
・
五　
　
　

化
学
的
酸
素
要
求
量
㎎
／
Ｌ

三　
　
　
　
　

六　
　
　
　
　

浮

遊

物

質

量
㎎
／
Ｌ

〇　
　
　
　
　

〇　
　
　
　
　

窒

素

含

有

量
㎎
／
Ｌ

一
・
六
二
五　

三
・
二
五　
　

り

ん

含

有

量
㎎
／
Ｌ

〇
・
六
二
五　

一
・
二
五　
　

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

公
共
用
水
域
へ
の
排
出
は
逆
浸
透
膜
設
備
の
濃
縮
排
水
の
み

二　

事
前
評
価
に
関
す
る
書
面
の
縦
覧
期
間
及
び
縦
覧
場
所

　

１　

縦
覧
期
間

　
　
　

令
和
六
年
三
月
十
二
日
か
ら
同
年
四
月
二
日
ま
で

　

２　

縦
覧
場
所

　
　
　

大
分
県
生
活
環
境
部
環
境
保
全
課
及
び
由
布
市
役
所

大
分
県
告
示
第
百
三
十
八
号

　

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
有
水
面
埋
立
工
事
の
し
ゅ
ん
功
を
認
可
し
た
。

　
　

令
和
六
年
三
月
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

一　

し
ゅ
ん
功
認
可
の
年
月
日



令
和
六
年
三
月
十
二
日

三

大
分
県
報
（
告
示
）

　
　

令
和
六
年
二
月
二
十
二
日

二　

し
ゅ
ん
功
認
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

　
　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

　
　
　

大
分
県

　
　
　
　

代
表
者　

大
分
県
知
事　

佐　

藤　

樹
一
郎

三　

埋
立
て
の
区
域

　

１　

位
置

　
　
　

中
津
市
小
祝
新
町
一
〇
八
番
の
地
先
の
公
有
水
面

　

２　

区
域

　
　

  　

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
ニ
点
と
イ
点
を
結
ぶ
春
分
秋
分
の
満
潮
位
（
プ
ラ
ス
四
・
二

〇
メ
ー
ト
ル
）
に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

　
　

イ
点　

中
津
市
小
祝
新
町
一
〇
八
番
の
北
西
の
角
か
ら
一
二
二
度
二
〇
分
〇
四
秒
六
六
・
九
七
メ
ー
ト

　
　
　
　

ル
の
地
点

　
　

ロ
点　

イ
点
か
ら
三
二
度
一
九
分
三
九
秒
一
五
〇
・
〇
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

ハ
点　

ロ
点
か
ら
一
二
二
度
二
〇
分
二
七
秒
三
七
・
八
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

ニ
点　

ハ
点
か
ら
一
九
一
度
四
三
分
五
三
秒
一
六
〇
・
二
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　

３　

面
積

　
　
　

九
、
九
一
〇
・
〇
八
平
方
メ
ー
ト
ル

四　

埋
立
て
の
免
許
の
年
月
日
及
び
番
号

　
　

平
成
元
年
四
月
十
七
日
指
令
漁
港
第
百
四
十
五
の
二
十
五
号

五　

閲
覧
の
場
所

　
　

中
津
市
役
所

大
分
県
告
示
第
百
三
十
九
号

　

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
有
水
面
埋
立
工
事
の
し
ゅ
ん
功
を
認
可
し
た
。

　
　

令
和
六
年
三
月
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

一　

し
ゅ
ん
功
認
可
の
年
月
日

　
　

令
和
六
年
二
月
二
十
二
日

二　

し
ゅ
ん
功
認
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

　
　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

　
　
　

大
分
県

　
　
　
　

代
表
者　

大
分
県
知
事　

佐　

藤　

樹
一
郎

三　

埋
立
て
の
区
域

　

１　

位
置

　
　
　

中
津
市
字
小
祝
字
寺
山
五
二
五
番
二
七
三
及
び
小
祝
新
町
一
〇
八
番
の
各
地
先
並
び
に
平
成
元
年
四

　
　

  

月
十
七
日
付
け
指
令
漁
港
第
百
四
十
五
の
二
十
五
号
の
免
許
に
係
る
埋
立
て
の
埋
立
区
域
先
及
び
平
成

元
年
十
月
九
日
付
け
指
令
漁
港
第
百
三
十
一
の
五
号
の
免
許
に
係
る
埋
立
て
の
埋
立
区
域
先
の
公
有
水

面

　

２　

区
域

　
　

  　

次
の
イ
点
と
ヘ
点
と
を
結
ん
だ
線
、
ヘ
点
か
ら
ヨ
点
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
ヨ
点
と
イ
点
と

を
結
ぶ
春
分
秋
分
の
満
潮
位
（
プ
ラ
ス
四
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
）
に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界

線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

　
　

イ
点　

中
津
市
字
小
祝
字
寺
山
五
二
五
番
二
七
二
の
南
の
角
か
ら
九
五
度
二
七
分
四
三
秒
一
〇
八
・
三

　
　
　
　

八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

ヘ
点　

イ
点
か
ら
三
二
度
二
〇
分
四
七
秒
一
五
二
・
八
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

ト
点　

ヘ
点
か
ら
一
二
二
度
二
九
分
四
八
秒
二
七
一
・
五
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

チ
点　

ト
点
か
ら
一
九
一
度
四
三
分
五
三
秒
一
六
三
・
二
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

リ
点　

チ
点
か
ら
三
〇
二
度
〇
三
分
五
一
秒
一
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

ヌ
点　

リ
点
か
ら
一
八
〇
度
一
六
分
一
三
秒
六
・
七
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

ル
点　

ヌ
点
か
ら
一
一
度
四
三
分
五
三
秒
一
六
〇
・
二
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

ヲ
点　

ル
点
か
ら
三
〇
二
度
二
〇
分
二
七
秒
二
三
七
・
三
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

ワ
点　

ヲ
点
か
ら
二
一
二
度
一
九
分
四
三
秒
四
八
・
八
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

カ
点　

ワ
点
か
ら
一
二
二
度
二
〇
分
四
一
秒
一
九
九
・
四
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

ヨ
点　

カ
点
か
ら
二
一
二
度
一
九
分
三
九
秒
一
〇
一
・
一
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　

３　

面
積

　
　
　

二
六
、
二
三
三
・
一
八
平
方
メ
ー
ト
ル

四　

埋
立
て
の
免
許
の
年
月
日
及
び
番
号

　
　

平
成
二
年
四
月
十
二
日
指
令
漁
港
第
百
三
十
一
の
二
十
五
号

五　

閲
覧
の
場
所

　
　

中
津
市
役
所

大
分
県
告
示
第
百
四
十
号



令
和
六
年
三
月
十
二
日

四

大
分
県
報
（
告
示
）

　

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
有
水
面
埋
立
工
事
の
し
ゅ
ん
功
を
認
可
し
た
。

　
　

令
和
六
年
三
月
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

一　

し
ゅ
ん
功
認
可
の
年
月
日

　
　

令
和
六
年
二
月
二
十
二
日

二　

し
ゅ
ん
功
認
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

　
　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

　
　
　

大
分
県

　
　
　
　

代
表
者　

大
分
県
知
事　

佐　

藤　

樹
一
郎

三　

埋
立
て
の
区
域

　

１　

位
置

　
　
　

中
津
市
小
祝
新
町
一
〇
八
番
の
地
先
の
平
成
元
年
四
月
十
七
日
付
け
指
令
漁
港
第
百
四
十
五
の
二
十

　
　

五
号
の
免
許
に
係
る
埋
立
て
の
埋
立
区
域
先
の
公
有
水
面

　

２　

区
域

　
　

  　

次
の
イ
点
か
ら
ニ
点
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
ニ
点
と
イ
点
を
結
ぶ
春
分
秋
分
の
満
潮
位
（
プ

ラ
ス
四
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
）
に
お
け
る
公
有
水
面
と
平
成
元
年
四
月
十
七
日
指
令
漁
港
第
百
四
十
五
の

二
十
五
号
の
免
許
に
係
る
埋
立
て
の
埋
立
区
域
と
の
境
界
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

　
　

イ
点　

中
津
市
小
祝
新
町
一
〇
八
番
の
北
の
角
か
ら
六
五
度
五
〇
分
二
五
秒
一
二
一
・
二
九
メ
ー
ト
ル

　
　
　
　

の
地
点

　
　

ロ
点　

イ
点
か
ら
三
〇
二
度
二
〇
分
四
一
秒
一
九
九
・
四
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

ハ
点　

ロ
点
か
ら
三
二
度
一
九
分
四
三
秒
四
八
・
八
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

ニ
点　

ハ
点
か
ら
一
二
二
度
二
〇
分
二
七
秒
一
九
九
・
四
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　

３　

面
積

　
　
　

九
、
七
五
三
・
八
一
平
方
メ
ー
ト
ル

四　

埋
立
て
の
免
許
の
年
月
日
及
び
番
号

　
　

平
成
元
年
十
月
九
日
指
令
漁
港
第
百
三
十
一
の
五
号

五　

閲
覧
の
場
所

　
　

中
津
市
役
所

大
分
県
告
示
第
百
四
十
一
号

　

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
有
水
面
埋
立
工
事
の
し
ゅ
ん
功
を
認
可
し
た
。

　
　

令
和
六
年
三
月
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

し
ゅ
ん
功
認
可
の
年
月
日

　
　

令
和
六
年
二
月
二
十
九
日

二　

し
ゅ
ん
功
認
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

　
　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

　
　
　

大
分
県

　
　
　
　

代
表
者　

大
分
県
知
事　

佐　

藤　

樹
一
郎

三　

埋
立
て
の
区
域

　

１　

位
置

　
　

  　

臼
杵
市
大
字
板
知
屋
字
ビ
ワ
ヶ
鼻
二
―
三
四
番
一
か
ら
一
二
五
五
番
三
に
至
る
地
先
公
有
水
面

　

２　

区
域

　
　

  　

次
の
各
地
点
の
う
ち
五
四
の
地
点
と
五
三
の
地
点
を
結
ん
だ
線
、
五
三
の
地
点
と
一
〇
の
地
点
を

結
ぶ
平
成
十
六
年
春
分
の
満
潮
位
（
Ｄ
・
Ｌ
・
＋
一
・
八
六
メ
ー
ト
ル
）
に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸

地
と
の
境
界
線
、
一
〇
の
地
点
と
一
一
の
地
点
を
結
ぶ
平
成
十
六
年
春
分
の
満
潮
位
（
Ｄ
・
Ｌ
・
＋

一
・
八
六
メ
ー
ト
ル
）
に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線
、
一
一
の
地
点
と
五
六
の
地
点
を

結
ぶ
平
成
十
六
年
春
分
の
満
潮
位
（
Ｄ
・
Ｌ
・
＋
一
・
八
六
メ
ー
ト
ル
）
に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸

地
と
の
境
界
線
、
五
六
の
地
点
と
五
五
の
地
点
を
結
ん
だ
線
及
び
五
五
の
地
点
と
五
四
の
地
点
を
結

ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

　
　

五
四
の
地
点  　

国
土
地
理
院
板
知
屋
三
等
三
角
点
（
北
緯
三
三
度
〇
七
分
一
一
秒
三
五
四
五
、
東
経

一
三
一
度
四
九
分
五
四
秒
五
一
二
〇
）
か
ら
二
八
三
度
〇
七
分
三
六
秒
一
、
四
七
三
・

九
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

五
三
の
地
点　

五
四
の
地
点
か
ら
二
〇
四
度
〇
四
分
三
〇
秒
六
九
・
六
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

一
〇
の
地
点　

五
三
の
地
点
か
ら
二
九
二
度
一
九
分
〇
七
秒
二
・
七
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

一
一
の
地
点　

一
〇
の
地
点
か
ら
二
八
三
度
二
三
分
五
八
秒
一
八
・
九
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

五
六
の
地
点　

一
一
の
地
点
か
ら
二
九
九
度
一
二
分
二
七
秒
三
〇
・
七
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

五
五
の
地
点　

五
六
の
地
点
か
ら
二
四
度
〇
四
分
三
〇
秒
七
〇
・
四
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　

３　

面
積

　
　
　

三
、
七
二
二
・
一
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

四　

埋
立
て
の
免
許
の
年
月
日
及
び
番
号

　
　

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
指
令
港
第
一
九
八
五
号



令
和
六
年
三
月
十
二
日

五

大
分
県
報
（
告
示
）

五　

閲
覧
の
場
所

　
　

大
分
県
土
木
建
築
部
港
湾
課
及
び
臼
杵
土
木
事
務
所
並
び
に
臼
杵
市
役
所

大
分
県
告
示
第
百
四
十
二
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

宇
佐
市
院
内
町
小
稲
字
岩
本
一
二
〇
番
二
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

二　

指
定
の
目
的

　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　

㈡　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

　
　
　

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈢　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産

　

部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県
北
部
振
興
局
並
び
に
宇
佐
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

大
分
県
告
示
第
百
四
十
三
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
六
年
三
月
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
古
後
字
野
平
四
四
九
三
番
一
か
ら
四
四
九
三
番
三
ま
で

二　

指
定
の
目
的

　
　

水
源
の
涵か
ん

養

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

　
　

㈡　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

　
　
　

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈢　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産
部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県

　

西
部
振
興
局
並
び
に
玖
珠
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

大
分
県
告
示
第
百
四
十
四
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
三
月
十
二
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区　
　
　

間

区
域
変
更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

延　
　

長

県
道
山
内
新

殿
線

豊
後
大
野
市
千
歳
町
新
殿
字
ノ
ソ
キ

六
五
九
番
二
地
先
か
ら

豊
後
大
野
市
千
歳
町
新
殿
字
馬
場
七

〇
六
番
八
ま
で

前

メ
ー
ト
ル

  

一
五
・
〇

～　

七
・
〇

メ
ー
ト
ル

三
八
一
・
四

豊
後
大
野
市
千
歳
町
新
殿
字
ノ
ソ
キ

六
五
九
番
二
地
先
か
ら

豊
後
大
野
市
千
歳
町
新
殿
字
ノ
ソ
キ

六
六
〇
番
二
ま
で

後

  　

七
・
〇

～　

七
・
〇

五
・
二

大
分
県
告
示
第
百
四
十
五
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路

の
占
用
を
制
限
す
る
区
域
を
指
定
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
三
月
十
二
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い



令
和
六
年
三
月
十
二
日

六

大
分
県
報
（
告
示
・
人
事
委
告
示
）

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

一　

占
用
を
制
限
す
る
区
域

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

区　

域

一
般
国
道
二
一
三
号

豊
後
高
田
市
玉
津
字
浜
二
一
四
八
番
七
か
ら

豊
後
高
田
市
玉
津
字
白
萩
二
〇
九
三
番
四
ま
で

県
道
山
香
国
見
線

国
東
市
国
見
町
赤
根
字
中
ノ
迫
一
八
三
三
番
一
か
ら

国
東
市
国
見
町
赤
根
字
中
ノ
迫
一
八
三
三
番
三
ま
で

県
道
庄
内
久
住
線

竹
田
市
直
入
町
大
字
下
田
北
字
松
山
三
七
二
四
番
五
か
ら

竹
田
市
直
入
町
大
字
下
田
北
字
松
山
三
七
一
八
番
五
ま
で

県
道
天
瀬
阿
蘇
線

日
田
市
中
津
江
村
栃
野
字
小
室
原
四
四
六
〇
番
一
地
内

二　

制
限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件

　

  　

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱
（
占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
よ
り
前
に
占
用
を
認
め
ら
れ
た
電
柱
の
更

新
又
は
移
設
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）

　

  　

た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、
当
該
道
路
の
敷
地
外
に
直
ち
に
用
地

を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

三　

占
用
を
制
限
す
る
理
由

　

  　

緊
急
輸
送
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
被
害
の
拡
大
を

防
止
す
る
た
め
。

四　

占
用
の
制
限
を
開
始
す
る
期
日

　
　

令
和
六
年
四
月
一
日

大
分
県
告
示
第
百
四
十
六
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
都
市

計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
。

　
　

令
和
六
年
三
月
十
二
日　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

施
行
者
の
名
称

　
　

日
田
市

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　
　

日
田
都
市
計
画
道
路
事
業

　
　

三
・
五
・
十
四
号　

友
田
徳
瀬
線

三　

事
業
施
行
期
間

　
　

変
更
前　

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
五
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

　
　

変
更
後　

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
五
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四　

事
業
地

　

１　

収
用
の
部
分

　
　
　

変
更
な
し

　

２　

使
用
の
部
分

　
　
　

な
し

○
人
事
委
員
会
告
示

大
分
県
人
事
委
員
会
告
示
第
一
号

　

不
利
益
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
五

号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
請
求
の
却
下
決
定
書
に
つ
い
て
、

次
に
掲
げ
る
者
に
送
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
規
則
第
六
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
公
示
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

石　
　
　

井　
　
　

久　
　
　

子

一　

審
査
請
求
人
の
氏
名

　
　

秋
吉　

静
子
、
秋
吉　

康
子
、
阿
部　

郁
子
、
安
部　

髙
明
、
安
部　

芳
子
、
井　

陽
二
郎
、
伊
藤　

都
、

　
　

梅
木　

久
士
、
鴛
海　

洋
子
、
柿
本　

正
和
、
神
戸　

恵
美
子
、
菊
池　

由
紀
、
木
原　

政
子
、

　
　

甲
原　

安
、
後
藤　

美
次
、
坂
口　

一
郎
、
坂
本　

浩
志
、
首
藤　

弘
明
、
進
藤　

允
祺
、
末
松　

文
彦
、

　
　

高
田　

義
久
、
續　

淳
子
、
德
地　

倫
子
、
中
川　

國
生
、
丹
生　

裕
巳
、
花
本　

喜
代
司
、

　
　

丸
馬　

榮
子
、
三
尾
母　

彰
、
山
田　

泉
、
山
本　

勝
彦

二　

送
付
す
る
文
書

　
　

令
和
六
年
二
月
二
十
七
日
付
け
却
下
決
定
書
の
正
本

　
　

（
送
付
す
る
文
書
は
、
省
略
し
、
大
分
県
人
事
委
員
会
に
お
い
て
保
管
す
る
。
）

三　

規
則
第
六
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
送
付
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
日

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
七
日

四　

公
示
の
理
由
等



令
和
六
年
三
月
十
二
日

七

大
分
県
報
（
人
事
委
告
示
）

　

１　

一
の
審
査
請
求
人
（
以
下
「
請
求
人
」
と
い
う
。
）
に
係
る
審
査
請
求
に
つ
い
て
、
当
委
員
会
で
は

　
　

請
求
人
の
死
亡
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
請
求
人
の
相
続
人
等
か
ら
当
委
員
会
に
対
し
、
請
求
人
の
死
亡

　
　

の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
以
内
に
規
則
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
請
求
手
続
承
継
の

　
　

申
立
て
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
。

　

２  　

よ
っ
て
、
規
則
第
十
二
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
六
年
二
月
二
十
七
日
付
け
で
審
査

を
打
ち
切
り
、
審
査
請
求
を
却
下
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。

　

３　

１
に
掲
げ
る
事
情
に
よ
り
、
当
該
却
下
決
定
書
に
つ
い
て
は
、
請
求
人
に
送
付
す
る
こ
と
が
で
き
な

　
　

い
の
で
、
公
示
の
方
法
に
よ
る
送
付
を
す
る
も
の
で
あ
る
。 

　

４　

な
お
、
当
該
却
下
決
定
書
は
、
当
委
員
会
が
保
管
し
て
お
り
、
い
つ
で
も
そ
の
送
付
を
受
け
る
べ
き

　
　

者
に
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


